
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「市民の権利」と「参画と協働」、「住民自治」、そして「よりよい行政運営」をめざして！ 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずまずまずまず、、、、どのようなまちでどのようなまちでどのようなまちでどのようなまちで暮暮暮暮らしたいのからしたいのからしたいのからしたいのか？？？？    

そのためそのためそのためそのため、、、、どのようなまちをつくりたいのかどのようなまちをつくりたいのかどのようなまちをつくりたいのかどのようなまちをつくりたいのか？？？？    

をををを考考考考えようえようえようえよう！！！！    

 

まちをつくるのは、市役所だけではあ

りません。市民みんなが参画し、協働し

てつくっていくのです。 

市民一人ひとりが主権者であること

を自覚し、責任を持つことが求められて

います。 

そのため、まちづくりを進めていくと

きの““““ルールルールルールルール””””が必要です。 

平成 24 年３月 
丹波市自治基本条例概要版 

そのためには、 

市民と議会と行政が、

連携してまちづくり

を進めていかないと

いけないよね。 

自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例がががが必要必要必要必要なわけなわけなわけなわけ    
  

住みよいまちをみんなでつくっていくには、まちづ

くりを進めるためのルールを、誰もが知っていなけれ

ばなりません。 

そのためには、“ルール”が共有できるように明文

化する必要があります。 

この明文化されたものが「「「「自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例」」」」であり、

みんなでつくる「私たちのルール」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

丹波市自治基本丹波市自治基本丹波市自治基本丹波市自治基本条例条例条例条例のののの全体全体全体全体構成構成構成構成    

自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例のののの    

全体構成全体構成全体構成全体構成はどうはどうはどうはどう    

なっているのなっているのなっているのなっているの？？？？    

 

 

 
「「「「解説解説解説解説」」」」もももも一一一一緒緒緒緒    
にににに読読読読んでねんでねんでねんでね！！！！    

自分の地域は自分

たちでつくりたい

ネ！ 

私私私私たちたちたちたち、、、、丹波市民丹波市民丹波市民丹波市民がつくりたいまちはがつくりたいまちはがつくりたいまちはがつくりたいまちは、、、、    

� 人権が守られ、安全で、安心して心豊かに暮らせるまち 

� 地域の歴史や文化、自然環境を大切にし、次世代に引き継いでいく持続可能なまち 

� 活気があり、人が集まり、人がつながるまち 

そして、そんなまちをつくるためには、 

� みんなでまちの将来の姿を考え、みんなで支え合い（参画と協働）、 

� 市民のニーズを反映した自律的かつ効率的な自治体経営を進めていく 

ことが大切ではないでしょうか。 

一言でいうとこうなります。 
丹波市自治基本条例審議会丹波市自治基本条例審議会丹波市自治基本条例審議会丹波市自治基本条例審議会    

前前前前    文文文文    

第第第第１１１１章章章章    総則総則総則総則    

 第１条 目的 

 第２条 定義 

第第第第２２２２章章章章    基本理念及基本理念及基本理念及基本理念及びびびび基本原則基本原則基本原則基本原則    

第３条 自治の基本理念 

第４条 自治の基本原則 

第第第第３３３３章章章章    市民市民市民市民のののの権利権利権利権利とととと責務責務責務責務    

 第５条 市民の権利 

 第６条 市民の責務 

 第７条 事業者の役割と責務 

 

第第第第４４４４章章章章    情報情報情報情報のののの共有共有共有共有    

 第８条 情報の共有 

 第９条 個人情報の保護 

 

第第第第５５５５章章章章    住民自治住民自治住民自治住民自治    

第 10条 住民自治のあり 

     方･定義 

第 11条 住民自治の原則 

第 12条 住民自治組織 

第 13条 行政の支援 

第 14条 コミュニティの 

あり方 

第第第第８８８８章章章章    市議会並市議会並市議会並市議会並びにびにびにびに市長市長市長市長    

及及及及びびびび市市市市のののの職員職員職員職員のののの役役役役    

割割割割とととと責務責務責務責務    

 第 23条 市議会の役割と 

責務 

 第 24条 市議会議員の役 

割と責務 

 第 25 条  市長の役割と責務 

 第 26条 市の職員の責務 

第第第第９９９９章章章章    市政運営市政運営市政運営市政運営    

 第 27条 市政運営の原則 

 第 28 条 総合計画 

 第 29 条 行政組織 

 第 30 条 財政運営 

 第 31 条 財政計画 

 第 32 条 政策法務 

 第 33 条 法令遵守、公益 

      通報 

 第 34 条 説明責任 

 第 35 条 応答責任 

 第 36 条 行政手続 

 第 37 条 行政評価 

 第 38 条 外部監査 

 第 39 条 広報･広聴 

 第 40条 パブリックコメ 

ント 

 第 41 条 危機管理 

 

第第第第６６６６章章章章    参画参画参画参画とととと協働協働協働協働のまちのまちのまちのまち    

づくりづくりづくりづくり    

 第 15 条 参加、参画の権利 

 第 16 条 参加、参画の制度 

 第 17 条 計画等への参画 

 第 18 条 審議機関への参画 

第 19 条 まちづくりへの支援 

 第 20 条 市民公益活動 

 第 21 条 生涯学習 

第第第第７７７７章章章章    住民投票住民投票住民投票住民投票    

 第 22 条 住民投票 

第第第第 10101010 章章章章    連携連携連携連携    

 第 42 条 連携 

第第第第 11111111 章章章章    条例条例条例条例のののの位置付位置付位置付位置付けけけけ及及及及    

                    びびびび見直見直見直見直しししし    

 第 43 条 条例の位置付け 

 第 44 条 条例の見直し 

 

附附附附        則則則則    

平成 24 年４月１日 施行 

 全全全全 11111111 章章章章 44444444 条条条条    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりまちづくりまちづくりまちづくりのののの主体主体主体主体相互相互相互相互のののの関係関係関係関係    

（（（（条例条例条例条例にににに書書書書きききき込込込込まれていますまれていますまれていますまれています））））    

丹波市丹波市丹波市丹波市自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例ってなんだろうってなんだろうってなんだろうってなんだろう？？？？    

 

○市民（事業者等も含む）、市議会、行政が、連携・協働してみんなで住みよいまちをつくって

いく（市民が主役のまちづくりを進める）ときの基本ルールです 

・市民が市政に参画する権利と責務を明らかにしています。 

・補完性の原則に沿った住民自治の役割を明らかにしています。 

・参画と協働のまちづくりの進め方を明らかにしています。 

・議会と行政の役割と責務を明らかにしています。 

○丹波市で最も上位の条例として、市が行う施策、市の条例・規則等はこれに基づくことにな

ります。また、市民の市政やまちづくりへの参画もこのルールに則して行われることになり

ます。その意味で、自治体の「憲法」とも言われます。 

 

市民自治市民自治市民自治市民自治のののの実現実現実現実現    
丹波市丹波市丹波市丹波市自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例でででで何何何何がががが変変変変わるのでしょわるのでしょわるのでしょわるのでしょうかうかうかうか？？？？    

  

○市民、市議会、行政が、「まちづくりの基本理念」*、「まちづくりの基本原則」** を共有しな

がらまちづくり・地域づくりを進めます。 

○それぞれの役割と責務も明確になり、連携や協働がしやすくなります。 

○市民にとっては、市政に参画するさまざまな権利や方法が明示され、主権者としての行動が

保障されます。 

○情報共有や説明責任・応答責任が確立し、透明で民主的な市政運営が期待できます。 

○住民自治や市民公益活動の意義が明確になり、なにより市民主体のまちづくりが進み、市民

も主権者としての意識を高めるようになります。 

 

 

 

丹波市丹波市丹波市丹波市のまちづくりにあたってのまちづくりにあたってのまちづくりにあたってのまちづくりにあたって大切大切大切大切にしたいことにしたいことにしたいことにしたいこと！！！！    
 

基本理念（第３条）要旨* 

① 市民一人ひとりの基本的人権を守り、安全・安心に暮らすことができる市政実現。 

② 地域の歴史や文化、自然環境等の特性を伸ばしながら、次世代に引き継ぐ。 

③ 市（議会と行政）は、自律した自治体として国や県と対等な立場で連携していく。 

 

基本原則（第４条）要旨** 

① 市民主体の原則（主権者として市政に参画、市を注視） 

② 情報の公開及び共有の原則(市政の情報の公開、地域情報を市民と市とで共有） 

③ 補完性の原則（課題は近隣から取り組み、次第に地域、市、県、国と順次補完） 

④ 協働の原則（公共的課題の解決にあたっては、市民団体、市等が協働して取り組む） 

⑤ 多様性の尊重の原則（市民の多様性を尊重し、参画や協働の場及び機会を保障する） 

  

市議会市議会市議会市議会    
 市長市長市長市長、、、、    

執行機関執行機関執行機関執行機関    

市民市民市民市民、、、、事業者事業者事業者事業者    
市内に住む人、市内で働く人、市

内に通学する人、市内で活動する

事業者、団体、外国人も含みます 

 

 

・市民の権利と責務（市政、まちづくりへの参画） 

・住民自治（自治協議会、コミュニティ） 

・参画と協働（市政、まちづくり、市民公益活動） 

・市議会、市長等の役割と責務 

・効率的・効果的な市政運営 

 

「「「「市民自治市民自治市民自治市民自治」」」」とはとはとはとは「「「「市民統治市民統治市民統治市民統治」」」」とととと「「「「住民自治住民自治住民自治住民自治」」」」があいまってがあいまってがあいまってがあいまって実現実現実現実現しますしますしますします    

「市民統治」とは、市民が丹波市政に、主権者として民主的なルールに従って参画し、

市民の意思が反映される自治体運営がなされることです。 

「住民自治」とは、市民が自分たちの住んでいる地域を自分達で運営していくという

ことです。この両者があいまって市民自治が実現します。 

この条例は、「参画と協働のまちづくり」を推進するための重要な条例です。この条例

の理念のもとで、少子高齢化や人口減少などの厳しい社会経済情勢を乗り越え、「住んで

良かった、住み続けたい」と思える丹波市をみんなで築いていきましょう。 

このこのこのこの条例条例条例条例をををを生生生生かしていくのはかしていくのはかしていくのはかしていくのは、、、、市民市民市民市民とととと議会議会議会議会とととと行政行政行政行政のののの活用次第活用次第活用次第活用次第ですですですです    

丹波市自治基本条例の柱 

 

 

人権尊重 

「市民」を幅広く 

横に貫く「原則(第４条)」 

情報提供、説明責任、 

行政サービスの提供、 

地域・まちづくりへの支援、 

市政への参画、直接請求 

選挙、被選挙、 

請願、意見を述べる、 

市民の声を聞く、 

調査、政策形成 

審議、議決、 

議案提出、説明、 

監視・牽制 
 

 

そうなんだ！

①市民主体の原則 

②情報の公開及び共有の原則 

③補完性の原則 

④協働の原則 

⑤多様性の尊重の原則 

条例とは、市が独自に決めることができる法律です（地方自治法第14条）。国の

法律とは異なり、地域の実情にあったルールを決めることができます。 

 

 

 

？ 

自律した自治体 地域の持続可能性確保 

危機意識の共有 主権者としての市民 

自治協議会を住民自治の核に 

ウン 
これだ！ 

 

市民の声 

「「「「みんなのルールみんなのルールみんなのルールみんなのルール」」」」とととと

するためするためするためするため、、、、市民主体市民主体市民主体市民主体でででで

素案素案素案素案をををを作成作成作成作成しましたしましたしましたしました 


